
 

地震・火山噴火予知研究協議会内規（計画推進部会及び総合研究グループ） 

 

平成１８年６月２８日制定 

平成１９年４月１７日改定 

平成２１年４月１８日改定 

平成２６年５月１５日改定 

平成２６年９月１８日改定 

平成２８年４月２８日改定 

平成２９年４月２０日改定 

平成３１年４月 ３日改定 

令和  ６年４月２５日改定 

 

 

（趣旨） 

第１条 この内規は、東京大学地震研究所地震・火山噴火予知研究協議会（以下、｢協議会｣と

いう。）規則第９条第３項の規定に基づき、協議会計画推進部会（以下｢計画推進部会｣とい

う。）及び総合研究グループの組織と運営について定める。 

 

（目的） 

第２条 計画推進部会及び総合研究グループは、科学技術・学術審議会（測地学分科会）建議

等に基づく地震・火山噴火観測研究計画を、広範な研究者の参加の下に、円滑に推進するこ

とを目的とする。 

 

（任務） 

 第３条 計画推進部会及び総合研究グループは、前条に定める目的を達成するため、次の各号

を実行する。 

(1) 観測研究計画を企画部に提案する。 

(2) 観測研究計画の推進及び計画実施にあたる。 

(3) 計画の実施状況及び成果を企画部に報告する。 

 

（組織） 

第４条 次の計画推進部会及び総合研究グループを置く。 

(1) 「地震（現象解明）」計画推進部会 

(2) 「地震（長期予測）」計画推進部会 

(3) 「地震（中短期予測）」計画推進部会 

(4) 「火山」計画推進部会 

(5) 「災害誘因評価・即時予測」計画推進部会 

(6) 「防災リテラシー」計画推進部会 

(7) 「史料・考古」計画推進部会 

(8) 「観測研究基盤」計画推進部会 

(9) 「南海トラフ沿いの巨大地震」総合研究グループ 

(10)「首都直下地震」総合研究グループ 

(11)「千島海溝沿いの巨大地震」総合研究グループ 

(12)「内陸で発生する被害地震」総合研究グループ 



(13)「大規模火山噴火」総合研究グループ 

(14)「高リスク小規模火山噴火」総合研究グループ 

  (15) その他協議会で決定された計画推進部会あるいは総合研究グループ 

 

（構成員と任期） 

第５条 前条で定めた計画推進部会には部会長と副部会長を置く。また、総合研究グループに

はグループ長を置く。 

２ 計画推進部会及び総合研究グループは大学等の研究者及び行政機関、国立研究開発法人

等の研究者等の部会員あるいはグループ員から構成される。 

３ 部会長、副部会長、部会員、グループ長、グループ員の任期は１年とし、再任は妨げな

い。 

 

（構成、部会長、副部会長、部会員、グループ長、グループ員の決定） 

第６条 計画推進部会の部会長、副部会長及び部会員、ならびに総合研究グループのグループ

長及びグループ員は、企画部の提案に基づき、協議会で定める。 

 

（庶務） 

第７条 計画推進部会及び総合研究グループの事務は、東京大学地震研究所附属地震火山研究

連携センターにおいて処理する。 

 

（改廃） 

第８条 この内規の改廃は、協議会の議を経て行う。 

 

附則 

 この内規は、平成１８年６月２８日から施行する。 

 

附則 

 この内規は、平成１９年４月１７日から施行する。 

 

附則 

 この内規は、平成２１年４月１８日から施行する。 

 

附則 

 この内規は、平成２６年５月１５日から施行する。 

 

附則 

 この内規は、平成２６年９月１８日から施行する。 

 

附則 

 この内規は、平成２８年４月２８日から施行する。 

 

附則 

 この内規は、平成２９年４月２０日から施行する。 



 

附則 

 この内規は、平成３１年４月３日から施行する。 

 

 

附則 

 この内規は、令和６年４月２５日から施行する。 

 


